
   船橋市一般廃棄物処理委託契約における提出書類に関する取扱要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、市が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

１３７号。以下「法」という。）第７条第１項に規定する一般廃棄物の収集若しく

は運搬業の許可、同条第６項に規定する一般廃棄物の処分業の許可、法第８条第１

項に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可、法第１４条第１項に規定する産業廃

棄物の収集若しくは運搬業の許可、同条第６項に規定する産業廃棄物の処分業の許

可又は法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可を有する者（市

が出資をしている法人を除く。以下「許可業者」という。）に対し、一般廃棄物（動

物の死体その他の汚物又は不要物を除く。以下同じ。）の収集、運搬又は処分を委

託するに当たり、当該許可業者が、法第６条の２第２項に規定する基準に適合して

いるかどうかの確認を行うため、当該許可業者に対し提出を求める書類について必

要な事項を定めるものとする。 

 （提出を求める書類） 

第２条 市が、許可業者に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合には、当

該許可業者に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。 

 ⑴ 船橋市一般廃棄物処理委託契約における提出書類について（様式１） 

 ⑵ 委託しようとする業務に係る収集運搬業、処分業又は施設設置の許可証の写し 

 ⑶ 従業員名簿（様式２） 

 ⑷ 車両一覧表（様式３）及び車両の写真 

 ⑸ 車検証及び自動車保険証(自賠責保険・任意保険)の写し。ただし、車検証によ

り、粒子状物質排出基準に適合することが確認できない場合は、粒子状物質減少

装置の装着が確認できる書類を添付するものとする。 

 ⑹ 一般貨物自動車運送事業許可書の写し。ただし、許可業者が自ら処理施設を有

し、収集、運搬及び処理を一体として行う場合にあっては、提出を要しない。 

⑺ その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる書類をインターネットを利用する

方法により公表している場合にあっては、同項第２号に掲げる書類の提出は要しな

い。また、許可業者が受託する業務に車両を使用しない場合にあっては、同項第４

号から第６号までに掲げる書類の提出は要しない。 

      附  則 

 （施行期日等） 

１ この要領は、平成３１年３月２９日から施行し、平成３１年度以後の年度分の一

般廃棄物処理委託契約について適用する。 

 （経過措置） 

２ 船橋市一般廃棄物処理委託業者の受託資格審査事務取扱要綱附則第２項の規定

によりなお従前の例により行われる一般廃棄物処理委託業者の受託資格審査事務

が行われる場合にあっては、この要領の規定は、適用しない。 



（様式１） 

   年   月   日 

 

船橋市一般廃棄物処理委託契約における提出書類について 

 

             所在地 

             名 称 

             代表者氏名                 

 

 船橋市一般廃棄物処理委託契約における提出書類に関する取扱要領第２条の

規定に基づき、下記のとおり関係書類を提出します。 

 

 提 出 書 類 
提出する

書類に☑ 

⑴ 

受託する業務に係る収集運搬業、処分業又は施設設置の許可

証の写し 

（※インターネットで公表している場合にあっては不要） 

□ 

⑵ 従業員名簿（様式２） □ 

⑶ 車両一覧表（様式３）及び車両の写真 □ 

⑷ 

車検証及び自動車保険証(自賠責保険・任意保険)の写し 

（※車検証により、粒子状物質排出基準に適合することが確認できな

い場合は、粒子状物質減少装置の装着が確認できる書類を添付するこ

と） 

□ 

⑸ 

一般貨物自動車運送事業許可書の写し 

（※許可業者が自ら処理施設を有し、収集、運搬及び処理を一体として

行う場合にあっては不要） 

□ 

⑹ その他（                      ） □ 

  （※受託する業務に車両を使用しない場合にあっては、⑶～⑸は不要） 

 



（様式２） 

従業員一覧表        商号・名称                 

№ 氏名 
業務責任

者に○ 

職種（運転員、作業

員又は事務員等） 

受託する業務に

係る経験年数 

正社員の

場合、○ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 受託する業務に係る専任従業員について記載する。 

※ 職種ごとに数名の記載をした上で、「他○名」と記載することとしても差し支えない。 

※ 正社員とは、期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、派遣労働

者でない者とする。 



 (様式３) 

車両一覧表        商号・名称                   

                  

№ 車  種 車両番号 
積載量 

（ｔ） 
所 有 者 

登録年月日 

(購入年月日) 

備考 

(燃料) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


